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▲丸山 泰登美氏

＊写真撮影のためマスクを外しております。

　自治会、町内会等の地縁による団体の代表者として多年にわたり在職し、地域的な共同活動を通じて良
好な地域社会の維持及び形成に顕著な功績があったと認められたことにより、令和３年11月30日（火）に
総務大臣表彰を受賞されました。

総務大臣表彰 受賞
丸山 泰登美氏  （丸山カーゴ 株式会社）
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日時：令和４年１月21日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階研修室　　参加者８人

（１）ITの活用方法
　全ト協が実施した令和2年度
のアンケートによれば、ドラレ
コ、デジタコ、ホームページは
事業に必須なアイテムと考えら
れており、今後導入したい機
器（システム）は配車管理、安
全管理、労務管理、経理・原価
管理といった回答が多い。IT
を活用することで、経営状態を
把握し、事業課題を明確化、顧
客別運行別の数値化による運行
実績の明確化、改善すべき業務
指標を明確化して確実に改善し
ていくことなどが期待できる。

「データ経営」でトラック運送
事業を見える化することが大切。

　ITを活用して生産性を向上さ
せ、慢性的なドライバー不足を
解消するためのセミナー。司会
進行は（公社）全日本トラック

（２）生産性向上に向けたIT機器
及びシステムの活用事例

　全ト協のホームページには30
以上の事例が紹介されているが、
テキストには12事例あり、その
中から、１．ドラレコを徹底活
用し高品質安全配送、２．クラ
ウド型トラック運送管理システ
ム、３．クラウド型物流セン
ター管理システム、４．配送計
画システム、５．ホームページ
で受注拡大、６．デジタコ活
用で改善基準を100％遵守、７．
自動配車で小規模配送をさらに
スリム化、といった内容につい
て説明。システム導入にかかる
経費も出されており、小規模事
業所でも使える位の金額ででき
るようになってきた。

中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー
～ Ｉ Ｔ を 活 用 し た 生 産 性 の 向 上 ～

協会　経営改善事業部 次長 大
橋直弘氏。近代経営システム研
究所 代表の森高弘純氏が講師
となってITを活用する目的や事

例について説明。IT機器メー
カーの方のデモンストレーショ
ンもありました。主な内容は以
下の通りです。
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▲講師の森高弘純 氏

▲全ト協次長　大橋直弘 氏

ITの活用でドライバー不足も解消



※全日本トラック協会令和 2 年の調査より

（３）その他
　WeｂKIT、WeｂKIT２、小
規模トラック運送事業者のため
のIT導入ガイドブック、につ

いて紹介。情報セキュリティ対
策には独立行政法人情報処理推
進機構（IPA）のサイト「情報

セキュリティ対策支援サイト」
を参照してほしい。
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▲㈱タイガー　大家晋吾 氏▲㈱ナブアシスト　飯田三起也 氏 ▲㈱タイガー　浅原真理香 氏

▲ ㈱ナブアシストの飯田氏がロボット点呼のデモンストレー
ションを実施

▲ クラウドとデジタコを活用した運賃請求システムのデモン
ストレーションを行う㈱タイガー浅原氏

▲同デモンストレーションを行う㈱タイガー大家氏▲点呼ロボット

■今後導入したいIT機器（システム）

中小トラック事業者の情報活用
■IT導入の現状



東亜商事株式会社
本社営業所
奈良市今市町60番地1

新規取得

～ ITも活用して安全対策～
　紙製品や紙の原料の運送を担う同社。関西から中京や静岡へ大型車で輸送する。ドライバーは
16人で全員日勤だが、健康診断は年 2 回。「走れ走れではなく、疲れたら休むように指導してい
る」と山﨑部長。体調管理は万全にしている。ドラレコやデジタコは全車に搭載し、4 時間に30
分の休憩や、スピードの出しすぎなどをチェック。ふらつきで車がセンターラインからはみ出す
と事務所のパソコンから警告音が鳴るので、スタッフがすぐに対応し、ドライバーへ注意を促す。 
どのドライバーがどこでふらついているか瞬時にわかる。ITを活用しての対策も 3 年目とのこ
と。Gマークを取得したことによりドライバーの安全への意識向上につなげていきたい。
 （部長　山﨑聡之 氏）

２０２１年度
Ｇマーク（安全性優良事業所）【新規】認定先インタビュー

4



日　：令和４年１月５日㈬
場所：奈良県トラック会館

田野瀬太道衆議院議員　来訪

　田野瀬太道衆議院議員が１月５日、年始挨拶のため、奈良県トラック協会を訪れ、業界の人材不足につ

いて、中林専務理事等と情報交換を行いました。

＊写真撮影のためマスクを外しております。
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日　：令和４年１月12日㈬
場所：奈良県トラック会館

公明党参議院議員　奈良県議会議員 来訪

　公明党の熊野正士 参議院議員、山中益敏 県議会議員、亀甲義明 県議会議員が来訪、コロナ禍におけ 

るトラック運送業界への影響や地域における交通安全・事故防止対策等について協会から報告・説明しま

した。

＊写真撮影のためマスクを外しております。
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左から山中益敏奈良県議会議員、熊野正士 参議院議員、亀甲義明奈良県議会議員



日　：令和４年１月５日㈬
場所：奈良県トラック会館

佐藤啓参議院議員　来訪

　佐藤啓参議院議員が１月５日、年始挨拶のため、奈良県トラック協会を訪れ、燃料高騰や「標準的な運

賃」、運送事業の健康経営について、中林専務理事等と情報交換を行いました。

　協会の移動健康診断事業については深い関心を示し、「是非これからも続けていただきたい。」と話され

ました。

＊写真撮影のためマスクを外しております。
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6

フォークリフトによる労働災害を分析すると、フォークリフトのオペレーター（運転手）による
不適切な運転操作や、フォークリフトで持ち上げていた荷物の荷崩れ、
またフォークリフトと別の作業者との接触など、オペレーターならびに周辺にいた
他の作業者が本来禁止されている行動を取ったことによる事例が多くありました。

3

事
１
例

事
２
例

フォークリフトアップ（上昇）時の安全不確認により被災者が
コールドロールボックスパレットの下敷きに（死亡災害）

歩行者立入禁止エリアにいた被災者が
フォークリフトと接触（死亡災害）

　オペレーターがフォークリフトの
フォークを上昇させた際に、そばに
あったコールドロールボックスパ
レットがフォークに引っかかり、前方
に倒れました。パレットの近くで作業
を行っていた被災者は倒れてきたパ
レットを避けることができず、倒れた
パレットの下敷きとなりました。

　コンテナへの荷積み場所となって
いるフォークリフト走行エリア内で
フォークリフトを運転していました。
フォークリフトを後退させたところ、
近くを歩いていた被災者に接触しま
した。なお、被災者は社内ルールで定
められているフォークリフト走行エ
リアに入ったことで接触しました。

フォークリフト
使用時における
死亡災害

％17.5
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重大な労働災害を防ぐためには
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周囲の作業者の注意事項

その他、事業者・作業者は
次のような対策を講じましょう

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策 フォークリフトのオペレーターやその周囲の作業者は、
定められたルールを守り、適切な行動を徹底しましょう

 作業手順書を作成しましょう

 複数の作業者で荷役作業を行う場
合は、作業指揮者を配置しましょう

 フォークリフトに係る安全研修を実施
しましょう

●周囲の安全を確かめながら運転操作を行いま
しょう。特に、フォークに荷がある時には急な上
昇・下降、旋回などは行わないようにしましょう

●フォークリフトの用途外使用をしないようにし
ましょう

●フォークリフトの操作に慣れていない場合は、
一定期間は指導者の指導の下で作業を行うよう
にしましょう

●自分の周囲に注意を払いながら作業を行うよう
にしましょう

●接触事故を防ぐために、歩行者立入禁止エリア（フォー
クリフト走行エリア）に立ち入らないようにしましょう

禁止されている行動を取ってしまうことで、災害に繋がるケースが多くなっ
ています。自分や周りの作業者を守るため、各事業場で定められたルールを
守り、適切な行動を徹底しましょう。

オペレーターの注意事項

フォークリフトは、技能
講習を修了した者等が
運転できます。

最大荷重1トン未満：特別教育
最大荷重1トン以上：技能講習

保護帽に有資格者であ
ることが分かるように
シールを貼りましょう。

注意！

ひ と こ と
アドバイス

運転者シール
（イメージ）

17

資
料
編

陸災防から

陸
災
防
か
ら



18

資
料
編

全ト協から

全
ト
協
か
ら

飲酒運転撲滅を目指して



19

資
料
編

全ト協から

全
ト
協
か
ら

　　2021 年 11 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

121.75 111.58 120.60

　　2021 年 11 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 116.70 112.27 121.41

出光昭和シェル 122.75 111.76 118.33

キグナス 111.00

コスモ 114.75 109.71 118.15

その他 126.18 112.48 121.33

　　2021 年 11 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 122.34 111.80 121.62

30～50キロリットル未満 115.90 110.67 111.40

50～100キロリットル未満

100キロリットル以上 108.15

　　2021 年 11 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 124.00 110.28 122.73

30～60日未満 120.91 111.47 119.92

60日以上 114.63 125.00

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2021年７月 113.48 103.25 112.77

2021年８月 109.85 101.83 111.68

2021年９月 114.55 102.07 110.90

2021年10月 120.28 108.25 118.19

2021年11月 121.75 111.58 120.60

※消費税抜きの価格となります。

令和３年12月24日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2021年11月）



近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 ください
ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、奈良事務所 ０７４３―５９－１７０１まで

 
 
近畿共済では、今年 月 日から多くの組合員の皆さまからの要望にお応えし、弁護士費

用補助規約を新たに実施します。

この規約は、対人共済契約者に対して、追加掛金をいただかずに弁護士費用の補助を行う

もので、対象事故は契約者に過失のない無過失事故になります。契約者に過失のない「もら

い事故」の場合、当組合が契約者の損害を相手方に請求する交渉を行うことは、弁護士法第

７２条（非弁活動の禁止）に抵触するため、車両共済に加入されている場合を除き、当組合

が契約者に代わって交渉することができません。そのため、契約者の皆さまが自身の損害に

ついて事故の相手方と直接交渉しなければならず、負担が大きくなります。そこで、交渉が

まとまらない場合などで弁護士に依頼する時に、その弁護士費用を補助することにいたしま

した。

この規約は対人共済契約車両に自動付帯します。補償対象は契約車両の損害や運転者およ

び同乗者の人身損害で、補償限度額は３０万円です。この規約で弁護士費用の支払いがあっ

ても、掛金の優良割引割増率には影響いたしません。

適用期間は令和４年４月１日から令和５年６月３０日までの期間限定とさせていただき、

実施後の利用状況を分析し、組合員の皆さまからのご意見を伺いながら、改めて特約掛金を

設定した弁護士費用補助特約を新設する予定にしております。

適用条件 対人共済の加入車両（追加掛金は不要）

対象事故 無過失事故（契約者側に過失のない事故）

補償対象 共済契約者の所有、使用、管理する財物

共済契約自動車に搭乗中の者

補償内容 弁護士費用

限度額 ３０万円

適用期間（期間限定） 令和４年４月１日～令和５年６月３０日

掛金の料率決定にかかる補償率 算入しない
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近畿交通共済からのご挨拶



近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 ください
ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、奈良事務所 ０７４３―５９－１７０１まで

 
 
近畿共済では、今年 月 日から多くの組合員の皆さまからの要望にお応えし、弁護士費

用補助規約を新たに実施します。

この規約は、対人共済契約者に対して、追加掛金をいただかずに弁護士費用の補助を行う

もので、対象事故は契約者に過失のない無過失事故になります。契約者に過失のない「もら

い事故」の場合、当組合が契約者の損害を相手方に請求する交渉を行うことは、弁護士法第

７２条（非弁活動の禁止）に抵触するため、車両共済に加入されている場合を除き、当組合

が契約者に代わって交渉することができません。そのため、契約者の皆さまが自身の損害に

ついて事故の相手方と直接交渉しなければならず、負担が大きくなります。そこで、交渉が

まとまらない場合などで弁護士に依頼する時に、その弁護士費用を補助することにいたしま

した。

この規約は対人共済契約車両に自動付帯します。補償対象は契約車両の損害や運転者およ

び同乗者の人身損害で、補償限度額は３０万円です。この規約で弁護士費用の支払いがあっ

ても、掛金の優良割引割増率には影響いたしません。

適用期間は令和４年４月１日から令和５年６月３０日までの期間限定とさせていただき、

実施後の利用状況を分析し、組合員の皆さまからのご意見を伺いながら、改めて特約掛金を

設定した弁護士費用補助特約を新設する予定にしております。

適用条件 対人共済の加入車両（追加掛金は不要）

対象事故 無過失事故（契約者側に過失のない事故）

補償対象 共済契約者の所有、使用、管理する財物

共済契約自動車に搭乗中の者

補償内容 弁護士費用

限度額 ３０万円

適用期間（期間限定） 令和４年４月１日～令和５年６月３０日

掛金の料率決定にかかる補償率 算入しない
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トラック協会・陸災防奈良県支部

２月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

1 火 1３：３0 ～ 「新たな特殊車両通行制度」質疑応答会 奈良県トラック会館

３ 木 1４：00 ～ 働き方改革への対応セミナー（青年部会） 奈良県トラック会館

６ 日 ９：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

６ 日 1３：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

９ 水 1３：３0 ～ 人材確保セミナー 奈良県トラック会館

10 木 10：３0 ～ 優良事業所表彰式及び優秀運転者顕章伝達式 奈良県トラック会館

13 日 ９：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

13 日 1３：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

14 月 10：00 ～ 災害物流専門家研修 奈良県トラック会館

15 火 ９：00 ～ 災害物流専門家研修 奈良県トラック会館

19 土 令和３年度第２回運行管理者試験【CBT試験】（～３/20）

21 月 ９：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

21 月 1３：３0 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

22 火 第４回総務委員会 奈良県トラック会館

25 金 第283回理事会（予算） 奈良県トラック会館

26 土 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

27 日 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

３月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

２ 水 ９：00 ～  車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育講習会 奈良県トラック会館

８ 火 11：00 ～ 第３回適正化実施対策委員会 奈良県トラック会館

10 木 10：00 ～ 第11回トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会 奈良県トラック会館

15 火 第36回奈良県適正化事業実施機関評議委員会 奈良県トラック会館
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Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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　　　キット　　　　　K　　・　　I　　・　　T

品質と信頼で未来につなぐ

求荷求車ネットワーク「ＷｅｂＫＩＴ２」

　      　       　強力な経営支援ツールです！
がお応えします！！

  安定的な輸送力の確保のために

　　　　　　　・大事なお客様からの急な輸送オーダー対応

　　　　　　　・ネットワーク会員同士で輸送力を相互補完

  安心のネットワーク取引のために

　　　　　　　　　　・明確な運賃　　　　　　
　　　　　　　　　　・回収不安なし

  輸送効率化のために
　　　　　　　・配車業務のシステム化
　　　　　　　・配車担当者のスキル向上
　　　　　　　・書面化による輸送トラブル解消

  輸送効率化のために
　　　　　　　　　　・閑散期の荷物確保と繁忙期の車両確保
　　　　　　　　　　・帰り荷確保(実車率アップ）
　　　　　　　　　　・余分スペースの積み合わせ（積載率アップ）

＊運賃の集金は組合精算ですので安心です。
＊運賃の支払いは４５日サイトです。  ＊軽油・尿素の支払いは５０日サイトです。

☆輸送 ☆軽油販売
　　運賃＜実例＞ エネクスフリート　軽油価格

　　　◎大阪（茨木市）　→　埼玉（深谷市）　　　　　　大型車 11月 12月
　　　　　運賃　　８５，０００円（税抜き） 117円 111円
　　　◎大阪（住之江区）　→　愛知（安城市）　　　　 ４トン車 （単価は日本貨物運送事業協同組合連合会

　　　　　運賃　　４３，０００円（税抜き） 　             　　（日貨協連）の全国統一価格です。）

　　アドブルー　　１L＝６７円（令和４年１月現在）

お問い合わせ
奈良県キット事業協同組合　　〒６３９－１１０３　奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１　　

☆尿素販売

令和３年
軽油

ＷｅｂＫＩＴ２

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内

今後厳しさを増す中小トラック
　　　　　　　　　　旧来型の経営体質

運送事業者を取り巻く環境

 
深刻化する  
 
ドライバー不足 

 
働き方改革で 
 
労働時間を短縮 

紹介業者      
（水屋）への依存 

 
協力会社、
 
自社営業の限界 

取引・事業の拡大 

  生産性の向上 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 

 
導入効果 



ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）速度超過の貨物車と高齢歩行者の飛び出し事故

事業用自動車事故事例 №78



 
「適正化事業・巡回指導報告書」 

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和３年１２月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 10 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 10 2 20.0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 10 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 10 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 10 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 7 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 10 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 10 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 4 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 1 0 0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 10 2 20.0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 10 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 4 2 50.0% ③ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 10 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 10 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 10 2 20.0%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 10 0 0%  

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 11 5 45.5% ⑤ 
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 10 0 0%  

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 11 5 45.5% ⑤ 
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 11 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 10 0 0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 0 0 － %  

○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 10 2 20.0%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 6 4 66.7% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 6 4 66.7% ① 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 10 0 0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 10 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 10 0 0%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 10 2 20.0%  

○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 10 4 40.0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 5 1 20.0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 10 0 0%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 10 0 0%  

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 10 5 50.0% ③ 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 10 1 10.0%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 10 1 10.0%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 10 3 30.0%  

指 導 件 数 合 計 591 41 336 

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ２(1)件 １(1)件 ２ 件 １(1)件 １(1)件 件 ７(4)件 
新規参入 １   件 ２(1)件 件 件 件 件 ３(1)件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 １ 件 １  件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ３(1)件 ３(2)件 ２ 件 １(1)件 １(1)件 １ 件 １１(5)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和３年１２月実施状況 

計画件数 実施件数 

２２件 １１件 

 

実施件数合計 

８２件 

令 和 ３ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １３件 ８月 ０件 １２月 １１件 
５月 ０件 ９月 ０件 １月 件 
６月 ０件 １０月 ２１件 ２月 件 
７月 １８件 １１月 １９件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書



　

３ 県下の交通事故特徴（１月１５日現在）

１ 県内の交通事故発生状況

（データは概数）

（データは概数）

・県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故は、死者数を除き、前年同期比で全て増加していま
す。

２ 県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故発生状況

奈 良 県 警 察 本 部 か ら

令和４年に入ってから既に３人の方が交通事故で亡くなっています。

夜間に運転する際にはハイビームを活用し、視認性を確保してください。

外出時には明るい服装や反射材の活用を習慣づけましょう。

１月１５日現在

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約５日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

区　　分

人身事故件数

総件数

令和4年 増減数 備　　考令和3年

物損事故件数

いずれも夜間において歩行者が亡くなった交通事故でした。

県警察では、交通事故防止を目的として交通安全動画を制作しています。

詳しくは、県警察公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルをご覧ください。

奈良県警察公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル 検索

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

総件数

１月１５日現在

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

令和 年 増減数令和 年
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奈良県警察本部からのお知らせ



奈良運輸支局からのお知らせ近畿運輸局奈良運輸支局からのお知らせ

毎年３月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受け、自動車

の検査・登録の各種申請が、窓口に集中します。 

この時期は、申請者の皆さま方には長時間お待ちいただくなど大変ご迷惑をおか

けすることとなります。

このような状況を緩和するため、自動車の移転登録（名義変更）や抹消登録（廃

車）等の各種手続き及び検査につきましては、できるだけ早期に済まされるようお

願いします。 

また、お越しの際は、マスクの着用・アルコール消毒等、新型コロナウイルス感

染拡大防止へのご協力をお願いします。 

登録及び検査関係の案内につきましては、ヘルプデスク「０５０－５５４０－２

０６３」（音声又はＦＡＸサービス）により２４時間行っています。

また、近畿運輸局ホームページ「http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/」で、各種手続き

案内を掲載していますのでご利用ください。

近畿運輸局奈良運輸支局 
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日　：令和４年１月12日㈬
場所：奈良県トラック会館

名鉄運輸株式会社執行役員 来訪

　納戸昌樹 執行役員大阪支社長、並田孝雄奈良大和支店長が来訪、トラック運送業界の現況等について

説明がありました。

＊写真撮影のためマスクを外しております。

29

納戸昌樹 執行役員大阪支社長（写真右）、並田孝雄奈良大和支店長（写真左）
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